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【発行】〒 640-8511 和歌山市七番丁 23 番地　
　　　  広報広聴課☎ 435-1009（ダイヤルイン）和歌山市役所☎ 432-0001（代表） 古紙パルプ配合率70％再生紙と植物油インキを使用しています。

　「同和問題はこわい問題である」という誤った意識が人々
に根強く残っていることに乗じて、同和問題を口実に何ら
かの利益を得るために企業や行政機関などに不当な圧力を
かけることを「えせ同和行為」といいます。
　えせ同和行為に遭遇した場合は、「検討します」などのあ
いまいな発言をせず、毅然とした態度で断ってください。 
また、そのような行為があれば人権同和施策課までご連絡
ください。 問 人権同和施策課☎435-1058

秋の夜空の落ち着いた感じと紅葉した山や葉のあたたかみを
感じるデザインにしました。

今月の題字、私が制作しました
市立和歌山高等学校
デザイン表現科２年

 嘉住 美咲さん

第 43 回 和歌山県小学校人権の花運動

● 優秀賞　市立有功東小学校

　「人権の花運動」とは、次代を担う小学生が協力して花を栽培することで、優しい思いやりのある心をはぐくむことを目的
として実施している運動です。

　本人通知制度は、住民票の写しや、戸籍謄本等を本人の
代理人や第三者に交付した場合、事前に登録していただい
た方に対して、その事実を郵送により通知する制度です。
　住民票の写し等の不正請求と不正取得を抑止し、個人の
権利の侵害の防止を図ることを目的としています。

● 登録申請窓口／�・市役所１階 市民課３番 本人通知窓口 
 ・各サービスセンター、各文化会館

● 問合先／市民課 ☎435-1201
   （平日 8 時30 分～17 時15 分　※木曜日は19 時まで）

えせ同和行為にご注意を！

人権相談ダイヤル（人権ホットライン）
☎ 435-1110（平日９時～ 17 時）

「ネット 110 番」

☎435-1110（人権同和施策課直通）
平日９時～17 時

https://logoform.jp/
form/fKMM/147649

インターネット上の誹謗中傷やいじめ等の相談窓口

電話

相談
フォーム

問（公財）和歌山県人権啓発センター  ☎４３５- ５４２０

令和６（2024）年度　和歌山県人権啓発ポスターコンテスト
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 2024 受賞作品　　　（公財）和歌山県人権啓発センター

「どんなにつらい日でも」
おばあさんに優しい声で話しかけられた

「不思議な空だね」
「まるで鳥の羽みたいな雲の形だね」って
顔をくしゃくしゃにして嬉しそうに
それを見て私は

「そうですね」
としか言えなかったけど
私も同じこと思ってましたって
言えばよかったな
すごく嬉しかった
嫌なことがあった日も
こんな優しい人がいるから
私のように救われる人がいるんだ
ありがとうと伝えたいな

県立向陽高等学校  藤﨑 愛 さん知事賞（最優秀賞）　一般（高校生）の部

和歌山市・人権ホームページ ▶▶▶ 市ホームページのトップ右上の「広報ページ番号検索」にページ番号（ID：1002685）を入力し、表示ボタンをクリック。

�❶ 登録できる方
 和歌山市に住民登録や戸籍のある方

�❸ 対象となる証明書
 �住民票の写し（除票の写しを含む）、住民票に記載した 
事項に関する証明書、戸籍の附票の写し（除票の写しを
含む）、戸籍謄（抄）本、除籍謄（抄）本、戸籍の記載
した事項に関する証明書

❷ 必要なもの
 運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類

本人通知制度を利用するには…
 事前に登録が必要です。
 本人通知制度登録申請書を提出してください。

制度のイメージ

市民課窓口・各サービスセンター・
文化会館で事前登録の申請

代理人や第三者に住民票などを交付

�交付したことを登録者本人に通知

「本人通知制度」の登録を受け付けています。 住民票・戸籍謄本など、第三者に不正取得はさせない！ 

● 優秀賞　市立今福小学校
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落
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別
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我
が
国
で
は
男
女
共
同
参
画
社
会
を
実
現
す
る
た

め
、「
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
」・「
男
女
雇
用

機
会
均
等
法
」・「
女
性
活
躍
推
進
法
」
な
ど
法
律
の

整
備
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

女
性
の
人
権
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
、
今
な
お
社

会
に
は
男
女
差
別
、
配
偶
者
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の

暴
力
、
性
犯
罪
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、
セ
ク
シ
ャ
ル

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
妊
娠
・
出
産
等
を
理
由
と
す
る
不

利
益
な
取
扱
い
（
マ
タ
ニ
テ
ィ
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
）

な
ど
が
あ
り
、
男
女
平
等
と
は
言
え
な
い
の
が
現
状

で
す
。

　

ま
た
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
を
妨
げ
て
い

る
要
因
と
し
て
、
固
定
的
な
性
別
役
割
分
担
意
識

や
、
就
労
上
の
男
女
格
差
、
男
性
中
心
の
政
策
決
定

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
依
然
と
し

て
賃
金
、
雇
用
形
態
な
ど
に
男
女
の
格
差
が
残
り
、

女
性
の
就
労
や
生
き
方
の
自
己
決
定
を
阻
ん
で
い
ま
す
。

　

性
別
に
よ
り
差
別
さ
れ
た
り
、
役
割
を
強
制
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
個
人
が
互
い
に
尊
重
さ
れ

る
社
会
に
す
る
た
め
に
は
、
女
性
の
活
躍
を
推
進
し

て
い
く
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
男
性
中
心
に
つ

く
ら
れ
て
き
た
社
会
構
造
を
見
直
す
必
要
が
あ
り
ま

す
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
を
誰
も
が
我
が
事
と
し
て

認
識
し
、
解
決
に
向
け
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で

す
。

　

高
齢
者
人
口
の
増
加
に
伴
い
、
２
０
０
０
年
に

高
齢
者
の
介
護
を
社
会
全
体
で
支
え
合
う
仕
組
み

と
し
て
介
護
保
険
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

２
０
０
６
年
に
は
、
高
齢
者
の
尊
厳
保
持
の
重
要
性

か
ら
「
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に

対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
る
な

ど
、
施
策
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
家
族
構
成
や
高
齢
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
あ
り
方
が
変
容
す
る
に
つ
れ
て
、
家
族
や
地
域
と

の
関
わ
り
が
少
な
く
、
社
会
的
に
孤
立
し
て
生
き
が

い
を
喪
失
す
る
こ
と
が
起
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
ば
か

り
か
、
養
護
者
か
ら
の
身
体
的
・
心
理
的
な
虐
待
、

介
護
放
棄
、
本
人
の
意
に
反
し
て
財
産
を
処
分
さ
れ

る
経
済
的
虐
待
、
さ
ら
に
は
、
振
り
込
め
詐
欺
や
悪

徳
商
法
な
ど
、
高
齢
者
が
被
害
に
あ
う
問
題
な
ど
も

増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　

誰
も
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
い
暮
ら
し

を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
住
民
が
互
い

に
理
解
し
合
い
、
共
に
支
え
合
う
社
会
の
実
現
が
必

要
で
す
。
地
域
ぐ
る
み
で
人
権
意
識
の
向
上
を
図
る

こ
と
は
も
と
よ
り
、
認
知
症
に
関
す
る
知
識
や
権
利

擁
護
の
推
進
な
ど
、
高
齢
者
へ
の
理
解
を
深
め
る
と

と
も
に
、
生
き
生
き
と
暮
ら
し
て
い
く
た
め
の
環
境

づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
互
い
に
尊
重
し
、
支

え
合
い
、
分
け
隔
て
な
く
共
に
生
き
る
社
会
を
つ
く

る
こ
と
は
、
私
た
ち
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
障
害
の
な
い
人
に
合
わ
せ
た
社
会
が
つ

く
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
障
害
の
あ
る
人
は
、
社
会
的

バ
リ
ア
（
障
壁
）
の
た
め
日
常
生
活
で
不
便
さ
を
感

じ
、
社
会
参
加
に
お
い
て
困
難
に
直
面
す
る
な
ど
、

安
心
で
生
き
生
き
と
し
た
生
活
を
妨
げ
ら
れ
て
き
ま

し
た
。

　

２
０
１
１
年
に
は
「
障
害
者
基
本
法
」
の
改
正
が

行
わ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
分
け
隔
て
ら

れ
る
こ
と
な
く
他
者
と
共
生
す
る
こ
と
が
で
き
る

社
会
の
実
現
が
新
た
に
規
定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

２
０
１
６
年
に
は
「
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解

消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
、
障
害
の

あ
る
人
へ
の
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
、
障

害
の
あ
る
人
か
ら
の
配
慮
を
求
め
る
意
思
表
示
に
対

す
る
合
理
的
配
慮
を
行
う
こ
と
な
ど
が
明
記
さ
れ
る

な
ど
、
共
に
生
き
る
社
会
の
実
現
や
社
会
的
な
バ
リ

ア
を
取
り
除
く
た
め
の
法
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

差
別
や
不
平
等
を
生
み
出
す
社
会
的
バ
リ
ア
を
取

り
除
く
こ
と
は
社
会
の
責
務
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち

一
人
ひ
と
り
が
そ
れ
を
理
解
し
、
具
体
的
な
行
動
に

移
す
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

２
０
２
５
年
４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
「
情
報
流

通
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
対
処
法
」（
通
称
：
情
プ
ラ

法
）
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
誹
謗
中
傷
や
権
利
侵
害
情
報

に
対
処
す
る
た
め
、
大
規
模
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事

業
者
に
対
し
、
迅
速
な
対
応
、
運
用
状
況
の
透
明
化

に
係
る
措
置
を
義
務
づ
け
た
法
律
で
す
。

　

大
規
模
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
に
は
、
現

在YouTube

、Yahoo!

知
恵
袋
、LIN

E

オ
ー
プ
ン

チ
ャ
ッ
ト
、LIN

E VO
O

M

、Facebook

、TikTok

、

X

（
旧
ツ
イ
ッ
タ
ー
）
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
事
業
者
が
総
務
省
か
ら
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。　

 

　

事
業
者
は
、
誹
謗
中
傷
や
権
利
侵
害
の
申
し
出
を

受
け
た
場
合
、
７
日
以
内
に
対
応
を
判
断
し
、
そ
の

結
果
を
通
知
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

年
に
一
度
そ
の
運
用
状
況
を
公
表
す
る
こ
と
を
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
違
法
情
報
の
削
除
促
進

も
含
ま
れ
て
お
り
、
名
誉
棄
損
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵

害
、
違
法
薬
物
や
闇
バ
イ
ト
の
募
集
な
ど
が
削
除
対

象
と
し
て
総
務
省
よ
り
例
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
法
律
の
目
的
は
、
被
害
者
の
救
済
を
迅
速
化

し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
健
全
な
情
報
流
通
を
促
進
す
る
こ

と
で
す
。

　

こ
の
法
律
に
よ
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
の
誹
謗
中
傷
被

害
が
減
少
し
、
よ
り
安
全
で
信
頼
で
き
る
情
報
が
提

供
さ
れ
る
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

同
和
問
題
（
部
落
差
別
）は
、日
本
社
会
の
歴
史
的

過
程
で
形
づ
く
ら
れ
た
身
分
差
別
に
よ
り
、今
な
お

国
民
の
一
部
の
人
々
が
同
和
地
区
、被
差
別
部
落
な

ど
と
呼
ば
れ
る
地
区
出
身
や
、そ
こ
に
住
ん
で
い
る

こ
と
を
理
由
に
差
別
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
、我
が

国
固
有
の
人
権
問
題
で
す
。

　

同
和
問
題
（
部
落
差
別
）は
、こ
れ
ま
で
の
取
り
組

み
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
解
消
に
向
け
て
進
ん
で
い
る

も
の
の
、結
婚
に
際
し
て
の
身
元
調
査
と
し
て
戸
籍

等
が
不
正
取
得
さ
れ
た
り
、不
動
産
売
買
や
転
居
の

際
の
同
和
地
区
に
対
す
る
忌
避
意
識
が
一
部
に
あ
り

ま
す
。ま
た
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
の
差
別
的
な
書
き
込
み
や

地
域
を
特
定
す
る
よ
う
な
情
報
を
流
す
な
ど
、部
落

差
別
の
解
消
を
妨
げ
る
行
為
が
依
然
と
し
て
続
い
て

い
ま
す
。さ
ら
に
、最
近
で
は
、同
和
問
題
（
部
落
差

別
）を
知
ら
な
い
と
い
う
人
や
、聞
い
た
こ
と
が
あ
る

だ
け
と
い
う
人
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　

同
和
問
題
（
部
落
差
別
）は
、そ
う
い
っ
た
問
題
と

は
無
関
係
だ
と
感
じ
て
い
る
人
の
前
に
も
、あ
る
日

突
然
訪
れ
ま
す
。私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
同
和
問
題

（
部
落
差
別
）に
対
す
る
正
し
い
知
識
と
理
解
を
深

め
、自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
し
っ
か
り
受
け
止
め

る
準
備
を
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
こ
ど
も
は
一
人
の
人
間
と
し
て
最
大
限
に
尊
重
さ

れ
、守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
す
。こ
ど
も

は
身
体
的
及
び
精
神
的
に
未
熟
な
存
在
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、法
律
上
の
保
護
を
含
め
て
、特
別
に
こ
れ
を
守

り
、世
話
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、こ
ど
も
を
権
利

の
主
体
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。し
か

し
な
が
ら
、社
会
に
お
い
て
は
い
じ
め
や
体
罰
、保
護

者
か
ら
の
虐
待
、貧
困
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
匿
名
性
を
悪
用

し
た
誹
謗
中
傷
な
ど
、こ
ど
も
の
健
全
な
成
長
や
安

全
が
脅
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、こ
ど
も
の
権
利
を
守
る
法
律「
こ

ど
も
基
本
法
」が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
施
行
さ
れ

ま
し
た
。「
こ
ど
も
基
本
法
」に
は
、「
自
分
に
直
接
関

係
す
る
こ
と
に
意
見
を
言
え
た
り
、社
会
の
様
々
な

活
動
に
参
加
で
き
る
こ
と
」や
「
こ
ど
も
の
意
見
が

尊
重
さ
れ
、こ
ど
も
の
今
と
こ
れ
か
ら
に
と
っ
て
最

も
よ
い
こ
と
が
優
先
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
」な
ど

が
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
ど
も
が
普
段
何
気
な
く
つ

ぶ
や
い
た
言
葉
や
、表
情
か
ら

真
意
を
く
み
と
る
こ
と
も
意
見

を
聞
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。毎
日

の
生
活
の
中
で
、こ
ど
も
の
意
見

を
見
逃
さ
ず
、尊
重
し
て
い
く
の

は
、ま
わ
り
の
大
人
の
仕
事
で
す
。

11月は11月は「和歌山市人権啓発推進月間」です「和歌山市人権啓発推進月間」です


